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議案第３０号
大津市教育公務員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について

令和８年３月１６日（月） 総務部人事課
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１ 改正を必要とする条例

・大津市教育公務員の給与に関する条例（昭和３２年条例第２２号）

・大津市立学校の教員の給与等に関する特別措置条例
（昭和４９年条例第６５号）

・大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
（令和元年条例第２１号）

２ 改正の趣旨

近年の共働き世帯の増加、ライフスタイルの変化を背景とする、就学前教育・
保育に対する市民ニーズに対応するため、保育士と幼稚園教諭の柔軟な配置を
可能とする「教育保育職」の創設に伴い、給与体系を見直すとともに関係条例の
改正を行う。
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（１）給料表

【現行】 【改正後】

３ 改正内容

教育職給料表
（１）

幼稚園教諭

幼稚園任期付講師

小中学校任期付講師

教育職給料表
（２）

指導主事（県割愛）

指導主事（幼稚園教諭）
教育職給料表

指導主事（県割愛）

小中学校任期付講師

行政職給料表

幼稚園教諭

幼稚園任期付講師

指導主事（幼稚園教諭）

※改正後の幼稚園任期付講師については、行政職給料表１級２１号給から２級
 ６０号給までとする。

※現行の給料表で適用されていた備考加算（３級・４級）については、行政職給
 料表には適用しない。

※現行で教職調整額（４％・５％）の支給を受けている職員は、改正後も継続す
 る。
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月額給与（給料、教職調整額、地域手当、管理職手当の計）
※教育職給料表のみ義務教育等教員特別手当含む

（参考）新旧比較の一例（月例給）
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現行（教職給）と案（行職給）の推移

【R8】行政職給料表金額 【現行】教育職給料表金額

(円)

(年数)

大卒 ※17年目（保育主任）、20年目（園長）とした場合
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【５年目】

現 （教）２－２５ ３１０，３３０円

新 （行）２－４４ ２９３，９４１円

【１０年目】

現 （教）２－４６ ３５５，８８２円

新 （行）３－２０ ３３３，４７８円

【１５年目】

現 （教）２－６６ ３９４，０５９円

新 （行）４－２４ ３８６，０４３円

【１８年目】

現 （教）２－７８ ４１３，６２８円

新 （行）５－３２ ４２８，３８８円

【２５年目】

現 （教）３－４６ ５１６，１３０円

新 （行）６－４８ ５１６，２５６円

【３０年目】

現 （教）３ー６７ ５３７，８０６円

新 （行）６ー６８ ５２１，７６４円

（主事） （主任）

（主査） （保育主任）

（園長） （園長）

月額給与（給料、教職調整額、地域手当、管理職手当の計）
※教育職給料表のみ義務教育等教員特別手当含む

（参考）新旧比較の一例（月例給）
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（２）手当

幼稚園教諭及び幼稚園任期付講師の義務教育等教員特別手当の廃止

４ その他

幼稚園教諭について、給料表の切替により令和8年4月1日の給料月額が施
行日の前日において受けていた給料月額に達しない場合は、当分の間、現給保
障を行う。

５ 施行日

令和８年４月１日
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